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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 21 年６月 24 日開催予定の第７回定時株主

総会に、下記の通り「定款一部変更」に関する議案を上程することを決議いたしましたの

でお知らせいたします。 

 

記 

 
１. 変更の理由 

  (1) 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、 

事業目的を追加するものです。 

 

 (2)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の 

一部を改正する法律」（平成 16 年法律第 88 号）が平成 21 年１月５日に施行され、 

上場会社の株券電子化が実施されたことに伴い、当社定款規程のうち、株券、実質 

株主及び実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正及び 

追加等所要の変更ならびに条文の削除に伴う条数の変更をおこなうものです。 

 

(3) 経営責任をより一層明確化するとともに、経営環境の変化に迅速に対応するために、 

取締役の任期を２年から１年に変更するものです。 

 

２. 定款変更の内容 

 変更の内容は別紙の通りであります。 

 

３. 日程 

 取締役会決議日         平成 21 年５月 12 日 

 定款変更のための株主総会決議日 平成 21 年６月 24 日（予定） 

 定款変更の効力発生日      平成 21 年６月 24 日（予定）   

 

 

 

                               以上 

 

 

 



 

現行定款 定款変更案 

第１章 総 則 

 

第１条（商 号） 

（条文省略） 

 

第２条（目 的） 

当会社は、次の事業を営むことを目的とす 

る。 

１.次に掲げる製品及び機械器具の試験・研

究・開発及び製造・販売ならびにその受

託 

① 医薬品、医薬部外品、化粧品 

② 医療用、歯科医療用、化粧用及びその

研究用機械器具 

２.金属等の表面改質化技術に関する試験・

研究・開発及び製造・販売ならびにその

受託 

３.前各号に関する特許権、意匠権、商標権、

その他の知的財産権の売買、保有利用許

諾 

４.上記各号の事業に対する投資 

５.前各号に附帯関連する一切の事業 

 

 

 

第３条（本店の所在地） 

（条文省略） 

 

第４条（機関） 

（条文省略） 

 

第５条（公告方法） 

（条文省略） 

 

 

第１章 総 則 

 

第１条（商 号） 

（現行どおり） 

 

第２条（目 的） 

当会社は、次の事業を営むことを目的とす 

る。 

１.以下に関係する試験・研究・開発及び製

造・販売ならびにその受託 

① 医薬品、医薬部外品、化粧品及びそれら

  の原材料 

② 医療用、歯科医療用、化粧用及びその研

究用機械器具 

２.金属等の表面改質化技術に関する試験・

研究・開発及び製造・販売ならびにその

受託 

３.前各号に関する特許権、意匠権、商標権、

その他の知的財産権の売買、保有利用許

諾 

４.上記各号の事業に対する投資 

５.上記各号の事業に対するコンサルティン

グ 

６.前各号に附帯関連する一切の事業 

 

第３条（本店の所在地） 

（現行どおり） 

 

第４条（機関） 

（現行どおり） 

 

第５条（公告方法） 

（現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行定款 定款変更案 

第２章 株 式 

 

第６条（発行可能株式総数）    

（条文省略） 

 

第７条（株券の発行） 

  当会社は、株式に係る株券を発行する。 

 

第８条（自己株式の取得） 

（条文省略） 

  

第９条（株主名簿管理人） 

当会社は、株式につき株主名簿管理人を 

置く。 

２．株主名簿管理人及びその事務取扱場所 

は、取締役会の決議によって選定する。 

３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ。）、新株予約権原簿及び株券喪失

登録簿の作成並びに備置きその他の株主名

簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に

関する事務は、これを株主名簿管理人に委

託し、当会社においてはこれを取扱わない。

 

第10条（株式取扱規則） 

当会社が発行する株券の種類並びに株主名

簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿への

記載又は記録、その他株式、新株予約権に関

する取扱い、株主の権利行使に際しての手続

き等及び手数料については、法令又は定款に

定めるもののほか、取締役会において定める

株式取扱規則による。 

 

第11条（基準日） 

当会社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に

記載又は記録された議決権を有する株主（実

質株主を含む。以下同じ。）をもって、その

事業年度の定時株主総会において権利を行

使すべき株主とする。 

２．前項のほか、必要があるときは、取締役会の

決議により、あらかじめ公告して臨時に基準

日を定めることができる。 

 

第２章 株 式 

 

第６条 （発行可能株式総数）  

（現行どおり） 

 

（削除） 

 

 

第７条（自己株式の取得） 

（現行どおり） 

 

第８条（株主名簿管理人） 

当会社は、株式につき株主名簿管理人を 

置く。 

２．株主名簿管理人及びその事務取扱場所 

は、取締役会の決議によって選定する。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

第９条（株式取扱規則） 

株主名簿、新株予約権原簿への記載又は記

録、その他株式、新株予約権に関する取扱い

及び、株主の権利行使に際しての手続き等に

ついては、法令又は定款に定めるもののほ

か、取締役会において定める株式取扱規則に

よる。 

 

 

第10条（基準日） 

当会社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に

記載又は記録された議決権を有する株主を

もって、その事業年度の定時株主総会におい

て権利を行使することができる株主とする。

２．前項のほか、必要があるときは、取締役会の

決議により、あらかじめ公告して臨時に基準

日を定めることができる。 

 

 



第12条～第19条（略） 

 

第20条（任 期） 

取締役の任期は、選任後２年内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までとする。 

２．増員又は補欠により選任された取締役の任

期は、在任取締役の任期の満了すべき時ま

でとする。 

 

第21条～第45条（略） 

 

（新設） 

 

第11条～第18条（条数変更） 

 

第19条（任 期） 

取締役の任期は、選任後１年以内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までとする。 

（削除） 

 

 

 

第20条～第44条（条数変更） 

 

附則 

第１条 
当会社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理 
人の事務取扱場所に備え置き、株券喪失登

録簿への記載または記録に関する事務は株

主名簿管理人に取り扱わせ、当会社において

は取り扱わない。 
 

第２条 
   当会社の株券喪失登録簿への記載または記  
   録は、法令または定款の定めるもののほか、 

取締役会において定める株式取扱規則によ 
る。 

  
第３条 
  本附則第１条から本条までは平成 22年 1月 6

日をもってこれを削除する。 
 

 

 

 


